
  

個人情報保護審議会答申第 142 号の概要 

 

答申第 142 号（ 諮問第 166 号）  

件 名 警察安全相談等・ 苦情取扱票等の一部開示決定に関する 件 

原処分の内容 

一部開示決定（ 平成 31 年 1 月 18 日）  

愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 別記１ の開示

請求に係る 保有個人情報と し て別記２ の行政文書を 特定し 、 一部開

示決定し た。  

審 査 請 求 の 

内 容 

開示を求める 審査請求（ 平成 31 年 2 月 20 日）  

私が開示請求し た「 個人情報の内容」 が開示さ れず、 別の書類が

開示さ れた。 よ っ て、 私が開示請求し た文書の開示を 求める 。  

答 申 年 月 日 令和 2 年 8 月 25 日 諮 問 年 月 日 令和元年 9 月 25 日 

答 申 内 容 

決定を 取り 消し 、 別記１ の各請求内容と 別記２ の行政文書と の対応
関係を明ら かにし て、 改めて決定すべき  

１  本件審査請求の趣旨について 

自己情報開示請求書の内容を 基本と し て、 審査請求書及び意見陳

述並びに処分庁が作成し た弁明書の内容も 踏ま える と 、 本件審査請

求の趣旨は、 一部開示決定の不開示部分の開示を 求める も のではな

く 、 本件保有個人情報の特定に対する も のである と 解さ れる ため、

本件保有個人情報の特定の妥当性について、 以下検討する 。  

 

２  本件保有個人情報の特定について 

本件開示請求書の「 開示請求を する 保有個人情報の内容」 欄には、

別記１ のと おり 記載さ れている 。本件開示請求に対し て、処分庁は、

本件一部開示決定において、 別記２ の文書 1 から 文書 19 ま での行

政文書に記録さ れている 保有個人情報を 特定し た。  

当審議会が文書 1 から 文書 19 ま でを 確認し たと こ ろ、 その記録

内容から 、 審査請求人に係る 警察安全相談等や苦情に関し て作成又

は取得し たも のである こ と は認めら れた。 し かし 、 こ れら の文書と

別記１ の①、 ②、 ③に記載さ れた各請求内容と の対応関係は明ら か

にさ れていなかっ た。  

開示請求を する 保有個人情報の内容が複数に分かれていても 、 相

互に関連し 、 実質的に同一の内容である と いえる と き は、 各請求内

容と 対象文書の関係を明ら かにする こ と なく 、 ま と めて決定する こ

と も 認めら れる と いう べき である 。 し かし 、 開示請求を する 保有個

人情報の内容が複数に分かれていて相互に関連し ていても 、 それぞ

れが独立し た内容である 場合は、 各請求内容と 対象文書と の対応関

係を明ら かにし て決定すべき である 。 ま と めて決定する と 、 各請求



  

内容について文書特定が正し く 行われている かを 判断する こ と が

でき ないから である 。  

別記１ の請求内容は、 審査請求人が稲沢警察署長宛てに提出し た

質問書に対し て、 ①対応を ど のよ う にする のか判断し た文書、 ②警

察署が「 回答済み」 である と 判断する 根拠と なっ た資料、 ③質問書

に記載し た 11 項目について、 回答し た内容がわかる 文書であり 、

それら は相互に関連し ている も のの、 それぞれが独立し た内容であ

る と いえる 。  

し たがっ て、 各請求内容と 対象文書と の対応関係を明ら かにし て

決定すべき である 。  

別記１  

私が警察署長あてに提出し た質問書に対し て 

① 対応をど のよ う にする のか判断し た文書（ 決裁文書）  

② 警察署が「 回答済み」 である と 判断する 根拠と なった資料 

③ 質問書に記載し た 11 項目について、 回答を し た内容が分かる 文書 

請求日現在 警察署で保管する も の 

別記２  

文書 1： 警察安全相談等・ 苦情取扱票 

文書 2： 起案文書の写し  

文書 3： 警察安全相談等・ 苦情取扱票 

文書 4： 警察安全相談等・ 苦情取扱票 

文書 5： 警察安全相談等・ 苦情取扱票 

文書 6： 警察安全相談等・ 苦情取扱票 

文書 7： 収受票 

文書 8： 起案文書 

文書 9： 収受票 

文書 10： 起案文書 

文書 11： 収受票 

文書 12： 起案文書 

文書 13： 収受票 

文書 14： 起案文書 

文書 15： 収受票 

文書 16： 起案文書 

文書 17： 収受票 

文書 18： 起案文書 

文書 19： 収受票 

 


